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武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一

部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
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関
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律
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一

条
た
だ
し
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規
定
す
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規
定
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行
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、
平
成
十
六
年
九
月
十
七
日
と
す
る
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